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市原市立図書館
ウェブサイト

※施設のイラストデザイン

(市原市更級５丁目１－５１)

図書館システムの一部更新について

新システムで図書利用カードをスマートフォンに

① 資料を借りる際には、図書利用カードの提示が必要となりました。

② 忘れた場合は、免許証や学生証等、本人確認ができる身分証明書を提示し
て確認ができれば貸出等をしました。

<スマートフォンでの操作手順>

① 図書館のスマートフォン版Webサイトで図書利用カード
番号とパスワードを入力し、ログインします。

② ログイン後、ご本人の図書利用カードの番号とバーコード
が画面に表示され、資料の貸出しができるようになりました。

<以前のシステム>

※利用される際は、事前に図書利用カードの登録、パスワードの発行が必要になります。

※スクリーンショットでの貸出し は出来ません。

見本

２月３日から、中央図書館及び各公民館・コミュニ
ティセンター等の図書室は新システムに更新され、
新しく一部機能が付加されましたので、その一部を
ご紹介します。

-----------------New-------------------

表示させることができるようになりました

Web図書利用カード

図書館ウェブサイトのトップページ

どちらも利用できます！
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障がい者サービス講座 開催のお知らせ

令和7年6月に成立した「手話施策推進法」では、手話の使用や習得への配慮、
手話文化の保存・発展が明確に位置づけられました。
中央図書館では、だれもが気軽に、快適に利用できる図書館をめざし、障がい
のある方へのサービスに取り組んでいます。
本講座は、その障がい者サービスの一環として、手話と、手話を用いるろう者の
文化への理解を深めるために開催します。
手話に初めて触れる方も大歓迎です。図書館で、手話を体験してみませんか。

はじめての手話 〈ことば〉体験講座

参加
無料

講師プロフィール ◄

国立障害者リハビリテーションセンター学院・
手話通訳学科元主任教官（現在は非常勤講師）
NHK手話ニュースキャスター
学校法人明晴学園理事
NPO法人手話教師センター会員

講師が、手話を使って手話を教えます

お申込み

中央図書館へ電話（23-4946）、LoGoフォームによる

オンライン申請、もしくは中央カウンターで直接お申し込みください。

オンライン申請はこちら

https://logoform.jp/f/iB2Xz

中央図書館では、図書館を利用するのに障がいのある方を対象として、障がい者
サービスを提供しています。
令和7年6月に「手話に関する施策の推進に関する法律」（手話施策推進法）が成立
し、手話の使用及び習得に関する合理的配慮、手話文化の保存・発展、国民の理解の
促進等が規定されました。
このような状況を踏まえ、図書館において手話及び手話を用いるろう者たちの文化に
ついての理解を深めるため、障がい者サービス講座を開催いたします。

手話への理解や、手話文化を大切にする動きが、社会の中で広がっています。
中央図書館では、だれもが気軽に、快適に利用できる図書館をめざし、障がい
のある方へのサービスに取り組んでいます。本講座は、その一環として、手話と、
手話を用いるろう者の文化への理解を深めるために開催します。※令和7年6月
には「手話施策推進法」が成立しています。

中央図書館では、だれもが気軽に、快適に利用できる図書館をめざし、障がいの
ある方へのサービスに取り組んでいます。
令和7年6月に成立した「手話施策推進法」では、手話を使い、学び、手話文化を
大切にすることが示されました。
本講座は、その一環として、手話を体験し、手話を用いるろう者の文化への理解を
深めるために開催します。
手話に初めて触れる方も大歓迎です。図書館で、手話を体験してみませんか！？

中央図書館では、障がいの有無にかかわらず、だれもが気軽に、快適に利用で
きる図書館をめざし、さまざまな障がい者サービスに取り組んでいます。
また、令和7年6月に成立した「手話施策推進法」では、手話を使い、学び、手話
文化を大切にすることの重要性が示されました。
本講座は、こうした図書館の取組と社会の動きをふまえ、手話を体験し、手話を
用いるろう者の文化への理解を深めるきっかけとして開催します。
手話に初めて触れる方も大歓迎です。図書館で、手話を体験してみませんか。

中央図書館では、だれもが気軽に、快適に利用で
きる図書館をめざし、障がいのある方へのサービス
に取り組んでいます。
令和7年6月には「手話施策推進法」が成立し、
手話を使い、学び、手話文化を大切にすることの
重要性が示されました。
本講座は、手話を体験しながら、手話を用いる
ろう者の文化について知り、理解を深めるきっかけ
として実施します。

       きむら      はるみ

講師 ： 木村晴美 氏

場 所

３月１日(日)

13時30分～15時

日 時

対 象

高校生以上 または、

16歳以上の初めて手話に触れる方

定 員 先着15名

講座のあいだ、

日本語はそっと

ポケットにしまって

おきましょう！

参加者お一人おひとりとの

やりとりを大切にしながら

進めます。

2階視聴覚ホール場 所



郷土史講座を開催しました

【写真でみる懐かしきふるさと ふるさと写真家 石川松五郎氏 郷土史講座】

講座の様子

沢木耕太郎氏講演会を開催しました

<沢木耕太郎氏の図書展示の様子>

令和7年11月6日(木)に人気作家の沢木耕
太郎氏をお招きし、「旅の不思議」をテーマ
にご講演いただきました。参加された方は市
内をはじめ、関東近県等から参加された方も
含めて276名と空席を見つけることが大変な
ほど大盛況でした。
沢木耕太郎氏のお話は、旅を通じた”人と
の出会い”など、その体験から楽しく・引き
込まれるほどのやさしい語り口で、90分の
時間があっという間に過ぎていきました。
講演会後、「作品では知らなかった小話も
豊富で興味深かった」「昔に旅をした事が
蘇ってきました」等多くの感想を頂きました。

令和7年12月6日(土)、2階視聴覚ホールにおいて、ふるさと写真家 石
川松五郎先生による郷土史講座を開催し、４４名の参加がありました。
現在、湾岸地域にコンビナートを抱える市原市が歩んできた歴史・風

俗・文化を、石川先生の数千点の膨大な写真コレクション（ネガフィルム
からのコレクション）から、選りすぐった写真を年代ごとに映写しながら、
ご紹介いただきました。
特に今回は養老川にスポットを当て、今は見ることのできない西広に位

置した「板羽目堰」の貴重な写真や、養老川流域の関東で一番遅いといわ
れる色鮮やかな「紅葉風景」、現在は温暖化で見られない下流域の引き潮
時に全面凍結した際の「干潮の造形」など、貴重な“ふるさといちはら”
をご紹介いただきました。
「写真は『表現（美しさ、あでやかさ）』というところに目が行きがち

だが、『記録』という要素が大切な要素である」というお話に感銘を受け
ました。
受講者からも「昔の市原の様子がよく分かった」「ふるさとの市原の貴

重な写真が見られてよかった」など、ほぼ受講者全員から「講演内容につ
いて満足した」というご感想を頂きました。



図書館からのお知らせ

開館時間  午前9時30分～午後5時（水・金は午後7時 ※児童室を含む）
休館日 月曜日・月末図書整理日・特別整理期間・年末年始
施設利用  貸出期間は２週間。図書と雑誌が１０点、視聴覚資料が２点まで

 飲食スペース・グループ学習ルームあり
アクセス   五井駅東口より徒歩15分、

 バス停「weほーる・保健センター・中央図書館前」

休館日・開館時間などのご案内

更級日記コーナー

第3回短歌教室を開催しました！
令和7年11月30日（日）に、市原歌人会のみなさんを講師にお迎えし
て短歌教室を開催いたしました。今回はなんと高滝湖のそばにある市原
湖畔美術館が会場に！参加者の皆さんは、道中の観光バスから見た紅葉
や、美術館の作品の観賞から感じたことなどを短歌にし、さらに歌人会
の先生方の丁寧な指導によって、それぞれ素晴らしい作品となりました。
特にお気に入りの作品はその場で短冊に書き、ラミネート保存をして、思
い出の品として残せるようにしました！

第6回更級日記千年紀文学賞の応募は2月28日（土）までです！（当日
消印有効）ぜひ自信のある小説・エッセイ・短歌をご応募ください！

場所：中央図書館２Ｆ
視聴覚ホール

大人向け：14時から
（整理券配布は30分前から）
子ども向け：14時から
（整理券配布は15分前から）

26日（木） 大人向け

高倉健主演 『刑事』
（日本ドラマ、89分）

26日（木） 大人向け

『サンセット大通り』
（外国映画、110分）

12日（木） 大人向け

『こわれること いきること』
（日本映画、126分）

21日（土） 子ども向け

『ぐるんぱのようちえん』
（アニメーション、29分）

映画会のお知らせ
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